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高齢・心身の障害により買い物や調理が困難又は、栄養改善や見

守りが必要と思われる人で、

・おおむね65歳以上のひとり暮らしの人

・高齢者のみの世帯

・上記に準ずる世帯に属する高齢者・身体障害のある人

・療育手帳「A」の交付を受けている人

・精神障害者保健福祉手帳１・２級の交付を受けている人

※食物アレルギーのある人はご利用出来ません。

対象者

配
食
サ
ー
ビ
ス

配食サービス配食サービス

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

利用者の栄養改善や見守り、食の確保などを目的として、週５日

を限度に夕食の弁当を自宅まで配達します。

内容

火〜土曜日（8/13〜15・12/29〜１/３を除く）

利用日

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。

世帯状況、心身状況などを調査し、実施の可否及び利用回数が決

定されます。

※利用料等の詳細についてはお問い合わせください。

※おおむね年に１回、継続利用可否についての実態調査があります。

利用方法
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買
い
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支
援
サ
ー
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ス

　
　
　

在
日
外
国
人
高
齢
者
福
祉
手
当

買い物支援サービス買い物支援サービス

在日外国人高齢者福祉手当在日外国人高齢者福祉手当

　移動販売車を運行し、日常の買い物に支障をきたしている人を

支援します。

高齢化により、全国的に食料品や日用品などの購入に困難
を感じる人が増えています。岡垣町では買い物に困ってい
る人の支援の一環として関係団体と連携し、移動販売車に
よる買い物支援を行っています。

新鮮野菜などを中心に販売し、
カタログでの注文販売も行っています。
お気軽に利用してみては
いかがでしょうか？

内容

制度的理由で年金を受給できない無年金在日外国人高齢者
に対して、月額7,000円を支給します。

内容

大正 15 年４月１日以前生まれの無年金在日外国人で、岡垣
町の住民基本台帳に１年以上登録されている人（生活保護
受給者は対象外）
役場に申請書（２年目以降は現況届）を提出後、世帯状況、
収入状況などを調査し、支給の可否が決定されます。

対象者

問い合わせ

役場 長寿あんしん課
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運
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業

運転免許証自主返納支援事業運転免許証自主返納支援事業

運転免許を自主的に返納された65歳以上の人（64歳以下で、若年性認

知症の診断を受けた人を含む）に、下記の町内公共交通機関等の利用

券をいずれか一つ交付します（交付はひとり一回限りです）。

①西鉄バスＩＣカード

②コミュニティバス回数券

③タクシー初乗り利用券

※支援内容(金額等)の詳細についてはお問い合わせください。

内容

次のすべてに該当する人

・６ヶ月以内に運転免許を自主返納（全部取り消し）した人

　（有効期限が切れている場合は対象外）

・自主返納時に満65歳以上の方、または若年性認知症の診断を受けた人

対象者

最寄りの警察署または自動車運転免許試験場で運転免許の自主返納

手続きを行った後、下記の必要書類と申請書を役場長寿あんしん課に

提出。

（必要書類）

①運転免許の取消通知書

②取り消しとなった運転免許証（穴の開いた運転免許証）

※①、②はいずれも本人による免許返納時に警察署または自動車運転

　免許試験場の窓口で交付されるものです。

③65歳以下の場合のみ、認知症の診断がわかる書類の写し

※代理人の場合は本人の印鑑と代理人の身分証明書が必要になります。

利用方法

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は折尾警察署 TEL691-0110
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送
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・
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送迎サービス送迎サービス

問い合わせ

岡垣町社会福祉協議会

通院や公的機関での手続きをするときに、送迎車で送迎します。

内容

入浴サービス入浴サービス

週１回程度「恵の家」に送迎し、入浴します。

内容

在宅で入浴が困難な寝たきり高齢者などで、介護保険の入浴介助

を利用できない人

対象者

岡垣町社会福祉協議会に申請します。心身の状況などの調査に

よって利用の可否や利用日時が決定されます。

利用方法

利用料

車いすや常時杖を使用しなければ歩行が困難な高齢者又は障害の

ある人で、町県民税が非課税又は均等割程度の課税がなされている人

対象者

岡垣町社会福祉協議会に申請します。

心身の状況などの調査によって利用の可否が決定されます。

利用方法

無料　※利用は月３回までです。

（ただし、1回の送迎にかかる燃料代、高速料金、駐車料金等は自己負担となります。）

利用料

１回370円
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日常生活自立支援事業（実施主体：福岡県社会福祉協議会）日常生活自立支援事業（実施主体：福岡県社会福祉協議会）

問い合わせ

岡垣町社会福祉協議会

福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等預かりサービス

を行います。

※申請後訪問調査があります。

※利用開始まで2か月程度かかります。

内容

認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分なため日常

生活でお困りの人。

対象者

１回（1時間まで）1,000円

１時間を過ぎる場合は30分ごとに350円が加算されます。

利用料

ずっと安心プラン事業ずっと安心プラン事業

①定期的な見守り

②死亡時の葬儀・納骨・残存家財処分等（預託金の範囲内で）

※契約時に、希望の葬儀・納骨方法や通知先などの打ち合わせが必要です。

内容

町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者および障害のある人で、

近くに親族がいない人など

対象者

入会金・年会費のほか、希望する葬儀・納骨等の諸費用、家財処分

費等を預託金として預かります。

費用

　高齢者や障害のある人などが安心して生活できるように、事前に岡垣

町社会福祉協議会が預託金を預かり、葬儀・家財処分などのサービスを

実施します。契約後は、定期的な見守りや鍵の預かり、入退院のお手伝い

などを行います。
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消
費
生
活
相
談
窓
口

消費生活相談窓口消費生活相談窓口
　消費生活相談窓口では、消費生活に関する相談を受け付けています。

商品購入や契約に関するトラブル、多重債務など、皆さんの消費生活に

関連する相談に対して、情報提供や解決に向けたお手伝いをします。無

料ですので、気軽に利用してください。

月曜日～金曜日　午前１０時～午後５時（正午〜午後1時を除く）

※土・日・祝日・年末年始はお休みです。

受付時間

役場本館２階地域づくり課内

電話番号　093－282－1211

相談場所

・電話相談　

・面接相談（個室で対応します。）

相談方法

契約書などの関係書類があれば、必ず準備してください。また、契約す

るまでの経緯を書いて準備していただくと相談がスムーズに進みます。

相談するときのお願い

福岡県消費生活センター

中間市消費生活センター

水巻町消費生活センター

芦屋町消費生活相談窓口

遠賀町消費生活相談窓口

役場 地域づくり課
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養護老人ホーム入所養護老人ホーム入所

養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所

　

﹁
高
齢
者
虐
待
﹂
に
つ
い
て

「高齢者虐待」について「高齢者虐待」について

環境上と経済的理由により自宅での生活が困難な人は、養護老人ホームへ入所できます。

おおむね65歳以上であり、家族や住宅の状況など、現在置かれている環
境の下では在宅生活が困難であり、かつ経済的に困窮している人

内容

対象者

本人／前年の収入などに応じて、毎月0〜140,000円
扶養義務者／収入などに応じて費用の負担があります。

利用料

役場に申請書を提出。世帯・心身・収入状況などを調査し、入所判定委
員会で入所の可否が決定されます。

入所申込方法

問い合わせ

役場 長寿あんしん課

　虐待をしている人には「虐待をしている」という自覚がない場合が多
く、虐待を受ける側にも相手をかばう気持ちがある場合や本人自身が虐
待を自覚していない場合もあります。
　あなたの「気づき」により虐待の深刻化を防ぐことができます。
「虐待かもしれない」と思ったら、必ず役場や地域包括支援センターにご
相談ください。
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●対象者

①岡垣町、芦屋町、遠賀町に居住する人やその親族など

②３町区域内の福祉事業者、医療機関、金融機関、介護支援専門員、行政職員、民生委員など

●相談方法

①電話・窓口相談

　☎093-882-9123

　月〜金曜日　9時～ 17時（土日祝祭日除く）

　一般社団法人　北九州市成年後見支援センター

　北九州市戸畑区汐井町1-6　ウェルとばた３階

②出張相談

　年に6回、3町合同で出張相談を行います

　相談時間は13時半～ 16時半です（先着3名、事前申込制）

　詳しい日程などは役場長寿あんしん課へお問い合わせください

成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

成年後見制度の利用支援成年後見制度の利用支援

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は地域包括支援センター

　成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が十分でない人に対し、成
年後見人などを選任し、本人の意思を尊重しながら法律的に保護し支えるための制
度です。
　岡垣町では、成年後見制度の利用を必要とする人が利用できるよう、北九州市成
年後見支援センター、芦屋町・遠賀町と連携し、相談体制を整えています。また、町
長による成年後見人などの選任の申立て、申立て費用・成年後見人などへの報酬の
支払い助成を行っています。

無料相談

権利擁護に関する講演会を年1回開催します

●対象者

①岡垣町、芦屋町、遠賀町に居住する人やその親族など

②３町区域内の福祉事業者、医療機関、金融機関、介護支援専門員、行政職員、民生委員など

講演会

・地域や関係機関との連携が必要なときなど、後見業務を行う上での日常的な相談に応

じます。

・成年後見人などや本人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者と連携し、本人を見

守る「チーム」の構築支援や専門的助言などを行います。

成年後見人などへの支援
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障害者控除対象者認定について障害者控除対象者認定について

身体や精神等に障害のある65歳以上の人で、やむを得ない理由など

により障害者手帳の交付を受けていない人でも、医師の診断に基づ

き障害者と同等であると認定されれば「障害者控除対象者認定書」が

交付され、所得税や住民税の障害者控除の対象となります。

内容

問い合わせ

役場 長寿あんしん課

（障害者控除）

1. 身体障害者（3〜6級）に準ずる障害がある人

2. 精神障害者（2級、3級）または知的障害（程度B）に準ずる障害がある人

3. 認知症（軽度・中度）に該当する人

（特別障害者控除）

4. 身体障害者（1級、2級）に準ずる障害がある人

5. 精神障害者（1級）または知的障害（程度A）に準ずる障害がある人

6. 認知症（重度）に該当する人

7. 寝たきりにより日常生活に支障がある人

対象者

申請書及び診断書を長寿あんしん課へ提出。

※診断書を医師から取得してください。診断書費用は自己負担です。

※上記7に該当する人で要介護認定を受けている場合は、認定時の主

治医意見書で要件に該当すれば、診断書が不要となる場合があり

ます。

利用方法
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特定健診・各種がん検診特定健診・各種がん検診
　生活習慣病の予防や改善、病気の早期発見のため、各種健診（検診）を

実施しています。それぞれの健診（検診）で対象者や料金が異なります。

問い合わせ

役場 健康づくり課

○上記内容は令和３年度のものです。

○検診の種類ごとに料金が違います。詳細については広報等をご確認ください。

○個別検診は、指定の医療機関での受診となります。

○後期高齢者医療保険に加入している人は、福岡県後期高齢者医療広域連合から個別に健診の案内が郵送されますので、

　その案内をご覧ください。

50歳以上で、当該年度の集団の胃がん
検診を受けない人のうち、当該年度の前
年度に町が実施する胃内視鏡の胃がん
検診を受けていない人（2年に1回受診）

①40～49歳の人。
②50歳以上で、前年度に町が実施する
　胃内視鏡の胃がん検診を受けていない人


